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【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】令和3年1月7日(2021.1.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリマー層を堆積する方法であって、
　ホットワイヤ化学気相堆積（ＨＷＣＶＤ）チャンバの内部で、基板、前記基板上に配置
されたセンサ構造体、並びにイニシエータガス、モノマーガス、及びキャリアガスを含む
処理ガスを加熱することであって、前記モノマーガスを分解せずに前記イニシエータラジ
カルを形成するのに十分な温度まで実施される、加熱することと、
　前記センサ構造体、イニシエータラジカル、及び前記モノマーガスを接触させて、セン
サ構造体の上にポリマー層を形成することと
を含む、方法。
【請求項２】
　前記ポリマー層が、約１ｎｍから約１００ｎｍの厚さを有する、請求項１に記載の方法
。
【請求項３】
　前記厚さが、前記基板にわたって約５パーセント未満の厚み偏差を有する、請求項２に
記載の方法。
【請求項４】
　前記基板及び前記センサ構造体を約－２０℃から約１００℃の温度まで冷却することを
さらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ポリマー層が、コポリマー層であり、前記コポリマーが、１つ又は複数の親水性モ
ノマー成分、官能性モノマー成分、及び任意選択的にクロスリンカーを含む、請求項１か
ら４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
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　前記加熱することが、前記ＨＷＣＶＤチャンバ内に配置された複数のフィラメントを、
前記モノマーガスを分解せずに前記イニシエータガスを活性化するのに十分な温度まで加
熱することをさらに含む、請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記温度が、約１５０℃から約６００℃の温度である、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　加熱前に、接着化学物質を用いて前記基板又は前記センサ構造体を処理して、前記セン
サ構造体からの前記ポリマー層の層間剥離を防ぐことをさらに含む、請求項１から４のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記キャリアガスが、アルゴン、窒素、又はヘリウムのうちの少なくとも１つである、
請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記イニシエータガスが、ジ－ｔｅｒｔ－ブチルペルオキシド（ＴＢＰＯ）、ジ－ｔｅ
ｒｔ－アミルペルオキシド（ＴＡＰＯ）、トリエチルアミン（ＴＥＡ）、ｔｅｒｔ－ブチ
ルペルオキシベンゾアート、パーフルオロオクタンスルホニルフルオリド、又はパーフル
オロブタンスルホニルフルオリドである、請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記モノマーガスが、親水性モノマー、クロスリンカー、及び官能性モノマーの混合物
を含む、請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記親水性モノマーが、ヒドロキシエチルメタクリレート、Ｎ－イソプロピルアクリル
アミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド、若しくはメタクリル酸であり、又は前記クロ
スリンカーが、１つより多くの重合性の炭素－炭素二重結合を含み、又は前記クロスリン
カーが、エチレングリコールジメタクリレート、エチレングリコールジアクリレート、ブ
タンジオールジアクリレート、若しくはヘキサンジオールジアクリレートである、請求項
１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記官能性モノマーが、グリシジルメタクリレート、メタクリル酸、又は４－アミノス
チレンである、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記イニシエータガス対前記モノマーガスの流量の比が、約０．１：１から約１：１で
あり、前記ＨＷＣＶＤチャンバ内の圧力が、約０．１から約１０Ｔｏｒｒである、請求項
１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　基板であって、
　前記基板の上のイオン感応性電界効果トランジスタセンサ構造体、及び
　約１００ｎｍ未満の厚さ、及び前記基板にわたって約５パーセント未満の厚さ偏差を有
する、前記イオン感応性電界効果トランジスタセンサ構造体の上のポリマー層
を備えている基板。
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